【早稲田大学留学生宿舎の手引き】
●留学生宿舎利用規則と注意事項
［ 早稲田奉仕園・西早稲田留学生寮・早稲田大学留学生寮（北棟・南棟）］
　以下は、早稲田大学が留学生のために提供している全ての宿舎に共通する規則および注意事項です。各宿舎への入居にあたっては、各宿舎それぞれの固有の入居規則を守るだけではなく、以下にかかげる各規則または注意事項を厳守してください。以下の規則および注意事項が遵守されない場合、早稲田大学またはNASIC学生情報センターは該当者に対して退寮を命ずることがあります。
[入居者について]

早稲田大学が提供する留学生宿舎に居住できるのは、「入居申請書」に記載のある契約者のみに限られており、その他の非契約者の居住は一切認めません。
[入居期間について]

入居期間は来日前、皆さんにお送りしました寮の決定通知書に記載されている期間とします。

入居期間の延長は一切認められません。
[部屋の移動について]

宿舎間、および同一宿舎内の部屋の移動，変更は一切認められません。
[寮費について]

入居者は、毎月決められた日までに必ず該当月分の寮費を支払うことが義務付けられています。　寮費は全て現金での徴収とし、クレジットカードでの支払いは受け付けておりません。寮費の銀行引き落としをご希望の方は各宿舎管理人またはNasic学生情報センターまでお申し出ください。また、決められた日までにどうしても寮費を払うことができない場合は、事前に各宿舎管理人またはNasic学生情報センターに連絡していつまでに支払うかを知らせる必要があります。なお、家賃を３か月分滞納した場合は、強制退寮となりますので気をつけてください。
[長期不在の場合の連絡について]

一時帰国やその他の理由により、部屋を2週間以上不在にする場合には、必ず「長期不在届」をNASIC学生情報センターに提出し、行き先や不在期間を知らせてください。

※なお、長期不在の間でも寮費の支払いは発生します。ディスカウントはありません。
[退寮について]

寮を退寮するときは、退寮予定日の１か月前までに「退寮届」をNASIC学生情報センターに提出し、正確な退寮予定日を知らせる必要があります。退寮予定日の１ヶ月前までに　

退寮届けを提出しなかった場合は、違約金が発生いたします。
※退寮届提出後の変更または再提出は一切受け付けません。
[禁止事項]

１．契約者以外の者を自室に宿泊させること（親族・親戚であっても認めません）
２．外部の者を寮内に招き入れ、台所、談話室、洗濯室等の共用施設を使用させること
３．廊下や談話室等の共用部分に私物を置いて占拠すること
４．鍵を複製して他人に貸し与えること
５．共用部分の用品・備品を私物化すること
６．ペットを飼うこと
７．談話室に宿泊すること
８．その他、各宿舎で禁止していること

９．共有冷蔵庫の他人の物を勝手に食べてしまうこと（自分の物に名前を書く）

10. 許可無しに寮で宴会等を行うこと

[強制退寮について]

以下の事項にあてはまる場合、早稲田大学またはNASIC学生情報センターは入居者に対して強制退寮を命ずる場合があります。

１．寮費を３か月分滞納した場合
２．寮や近隣に対して重大な迷惑を及ぼした場合
３．自室を勝手に他人に貸した場合
４．上記の規則や各宿舎が個別に定める規則を尊重しない場合
５．早稲田大学および各宿舎管理人，Nasic学生情報センターの指示や注意に従わない場合

〔その他〕

１．盗難事故を防ぐため、きちんと貴重品の管理を自分の責任で行ってください

　　紛失物に対して大学、各宿舎管理人、NASIC学生情報センターは責任をとりません

２．日本では麻薬は法律で禁止されています。絶対に使用してはなりません

３．日本では、カッターやナイフを持ち歩くことは法律で禁止されています

４．自転車を他人から譲り受けた場合でも、必ず自転車登録をしなくてはいけません

５．ゴミの分別は、必ず個人で責任をもって行うこと
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